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[研修の目的] 
 

 タイでは, 看護に対する王室の貢献があって看護が発展してきています。 現国王の母親は看

護師であり, 国王の父親も医学を学んでいました。 現国王には看護師の王女もおり, 王女は看護

協会のメンバーです。 

医療ツーリズムの本場としても知られている、タイ王国。私立病院を中心に、高度な医療を提

供することで、他国からも患者がやってくる東南アジアの医療大国です。 

 近年にはすべての住民に公的医療保障を提供する形が整いました。経済規模や背景にある貧富

の差を勘案すると、保健指標としても、優秀な国である、そんなタイの医療事情について、この

研修では考察を深められることでしょう。 

 

 

《タイ王国 チェンマイ市》 

バンコクの北方約 720 キロに位置するタイ第 2 の都市チェンマイ

は、 「北方のバラ」とも称される美しい古都。 1296年にラーン

ナー王朝初代メンラーイ王により 新しい首都としてピン川のほ

とりに建設され、 タイ北部の言葉で「新しい街」と名づけられま

した。 以来、建築や仏像の様式、言葉や料理、工芸の分野などで 

「ラーンナー文化」と称されるタイ北部独自の文化・伝統が育ま

れてきました。 現在でも工芸が盛んな街として知られ、 近年は

その伝統をベースにタイ芸術の拠点ともなっています。 

 

 

 

 

 

 

＜タイ王国のナースプラクティショナ―＞ 

タイ王国における看護師養成の特徴のひとつに、王室の庇護・繋がりは欠かせません。1896 年

に王妃により看護・助産学校を設立したことに始まり、その後親王がアメリカで医学博士号を取

得し、タイの公衆衛生を確立し、また、親王妃がアメリカの大学で看護師の教育を受け、その後

タイ看護界の母となります。そして 1996 年には、国の政策で「プライマリーケア」の医療行為

や予防接種の看護規定を法化し、ナースプラクティショナーが誕生します。家族の絆を大事にす

る日本と同じ仏教国のタイが、どのようにして NP を生み出し医療体制に溶け込んだか、今回の

視察を通して、日本版 NPの示唆を得たいと思います。 
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２０２６年 

タイ王国・富山県立大学学生看護研修 
 

＜ 募 集 要 項 ＞ 
 

費   用 
 

◆ 納入する参加費用の見込み額（全９日間） 
２６３,０００円～３００，０００円 

※ 10名以上を催行とし、定員は 15名となります。 

※ 上記金額は参加人数により変わります。 

 
＜ 費用の内訳 ＞   

（１） 国際航空券代金（成田空港→クアラルンプール→チェンマイ往復）エコノミークラス 

（２） 空港施設使用料(国内) 

（３） 航空保険料 

（４） 現地空港税および日本出国税 

（５） 日程に明示した食事 (朝食:6 回、昼食:６回、夕食:５回) ※機内食除く 

（６） 専用車費用 

（７） ホテル代 （ツイン部屋を２名１室で利用していただきますが、その一人当たりの代金） 

（８） 視察先手配費 

(９)  視察先謝礼費用・訪問費用 

（10） 講義・セミナー費用 

（11） 現地コーディネーター費用 

（12） 日程に明示した場面でのタイ日通訳費 

（13） 象乗り体験費用・首長族村訪問費用 

（14） 市街地周辺視察費用 

（15） 事前渡航オリエンテーション・ガイダンス費用 

（16） 渡航手続費 (緊急時の連絡費含む) 

（17） 現地添乗員費用 

（18） 企画・手続料金 (38,000円) 

(19) 学生交流手配費用 

(20) 現地大学手配費用 

 

 

◆ 各自負担の費用 

（１） 海外旅行傷害保険  

（２） ご自宅から成田空港までの交通費 

（３） 日程以外の食事代（おやつ 飲み物代など） 

（４） パスポート取得申請代金 

（５） おみやげ代: 訪問視察先など 

（６） 燃油特別付加運賃（２月 1日現在 36,000円） 

      ＊航空会社の定める付加運賃料金の額が変更された場合は、増額になったときは 

          不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金いたします。 
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